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研究成果の概要（和文）：本研究では、EU各国の法制度の比較法研究を通じて、共同生活の経済的基盤に関する
法制度（基礎的財産制）の意義と法実務の運用状況、夫婦財産の清算での公平性を確保するための法実務の運用
状況を明らかにすることができた。とりわけ、日本の新しい夫婦財産制への提言のために、EU各国の共通項とし
てまとめられた「欧州家族法原則」とEU各国への影響をさらに検討する必要があることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In this study, the significance of the legal system on the economic basis of
 community life (general regal effects of marriage) and the operational status of the legal practice
 to ensure fairness in the liquidation of matrimonial property were clarified through a comparative 
study of the legal systems in EU countries. In particular, it has become clear that it is necessary 
to further examine the "Principles of European Family Law", which have been compiled as a common 
point for EU countries, and their implications for EU countries in order to make recommendations for
 a new matrimonial property system in Japan.

研究分野： 民事法学

キーワード： 夫婦財産制　ドイツ　ヨーロッパ

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
日本では、婚姻共同生活の経済的基盤をどのように保護するのか、それが婚姻解消時にどのように影響するの
か、法律婚が保護すべきものは何かといった理論的考察や具体的な制度内容について十分に検討されてこなかっ
た。また従来から日本でも財産分与の法的性質から夫婦財産の清算を抜き出し、夫婦財産制の中で処理すること
は指摘されているが、具体的に、どのような形で実現するのか、そのためにどのような法規定が必要となるのか
については明らかにされてこなかった。本研究では、この点を明らかにし、これらの制度の在り方や具体的な法
制度を解明する足掛かりを得ることができると考えている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
夫婦財産制をめぐっては、国内においては、以下のような議論状況及び先行研究が見られてい

た。 
婚姻中の夫婦の財産関係を規律する法制度を夫婦財産制といい、日本では別産制（民法 762

条）が採用されている。戦後、性別役割分業の固定化によって、妻は家事・育児を担う専業主婦
であることが平均的な家族像として定着した。専業主婦には現実的に財産が帰属せず、実質的な
不平等が生じることとなる。そこで、判例・学説は、この不平等を解決するものとして、離婚の
際の財産分与（民法 768 条）、夫婦の一方の死亡の際の配偶者相続権（民法 890 条）を位置付け、
専業主婦の財産権の保護を図ってきた。しかし論考の多くは、夫婦財産制の理念や制度内容・立
法経過を論ずるものであり、専業主婦を最大限保護する一つの理想形として紹介するものであ
った。しかし、主婦婚から共稼ぎ婚へ、さらに婚姻形態が多様化する中で、夫婦の生活実態やラ
イフスタイルの選択と法目的・社会的な制度として男女の実質的平等とを調和する夫婦の財産
関係を構築する必要がある。このような婚姻形態の多様化という社会状況の変化が夫婦財産制
に与える影響、法改正に向けて検討すべき事項を明らかにし、従来とは異なる視点から夫婦財産
制を論じる必要性があるのではないかと考える。 
他方、EU では、EU の域内領域で適用される家族法典に向けた動きがみられる。その 1 つと

して、欧州家族法委員会（CEFL）の活動がある。CEFL は、比較法研究を通じて、域内統一の
家族法典としてふさわしい「欧州家族法原則」を提示することを目的して活動している。CEFL
は、2013 年に夫婦財産制に関する「欧州家族法原則」及びその資料を公表した。さらに、ドイ
ツ・フランスでは、2 国間に共通する夫婦財産制を導入する条約が 2012 年に締結されている。
このように、ヨーロッパにおいて新たな展開がみられている。 
申請者は、これまでの研究を通じて、具体的には以下の点を明らかにしてきた。 

①EU 諸国の多くの国々では、共同生活の経済的基盤に関する法制度（婚姻費用分担義務・日常 
家事債務の連帯責任・居住用不動産の保護・財産状況の報告義務等）を「基礎的財産制」として、
夫婦財産制に拘わらず、全ての夫婦に適用する制度としていること。 
②婚姻解消時の夫婦財産の清算に関する規定を夫婦財産制の中に設け、その他の離婚時の財産
給付（離婚給付）とを区別していること。 
③死亡による婚姻解消の際の夫婦財産の清算については、配偶者相続権及び相続制度との関連
性に留意し、国々に応じて公平性・透明性を保障する様々な規定が用意されていること。 

EU 諸国では、日本とは異なる規定を設けており、また EU 諸国でも類似する制度があるもの
の、必ずしも統一的な傾向はみられない。婚姻形態に関する社会状況やそれに対する法的対応も
国よって異なる。それにもかかわらず、CEFL が、特に①・②について、「欧州家族法原則」を
とりまとめることができたのはどのような要因があるのか、さらには、「欧州家族法原則」が EU
諸国の国内法の議論にどのような影響を与えているのかとの問題意識を持つに至った。 
そこで、本研究では、夫婦の財産関係に関する法制度とその運用について、これまでの申請者

の研究成果を踏まえ、日本の新しい夫婦の財産関係に関する法制度への提言を目指し、その基礎
的研究を行うこととした。具体的には、EU 諸国の法制度の比較法研究を通じて、①共同生活の
経済的基盤に関する法制度（基礎的財産制）の意義とその内容の検討・分析、②離婚時の夫婦財
産の清算における具体的規定の検討・分析、③死亡時の夫婦財産の清算における具体的規定の検
討及び配偶者相続権の現代的意義とその検討・分析である。 
 
２．研究の目的 
上記の背景及び研究成果をもとに、本研究では、EU 諸国における夫婦財産制の位置づけを考

察することによって、夫婦財産制の諸規定及びそのあり方をどのように方向づけようとしてい
るのかを明らかにするための基盤となる研究を行うこととした。CEFL が提示する「欧州家族法
原則」の体系的な分析や CEFL が参照した EU 諸国の「基礎的財産制」の諸規定について、ど
のように理解されてきたのか、また類似の規定に関する各国間での相違点及びその機能の違い
などを明らかにし、問題点を抽出し検討する。CEFL を中心とする多国間の比較研究を行うこと
によって、多くの国々では、夫婦の財産関係に関する法制度をどのように規定し、そしてそれら
の制度のあり方をどのように考え、方向づけようとしているのかを明らかにし、日本での新たな
夫婦の財産関係に関する法制度への提言につなげることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 上記研究目的を達成するために、申請者がこれまで積み重ねてきた研究成果を基礎として、次
の 3 つの方法から研究を進めていく。①CEFL が提示する「欧州家族法原則」に関する議論状況
を考察し、各国への理論的な影響や裁判例をはじめとする法実務の分析、②基礎的財産制を設け
るヨーロッパの国々の体系書における基礎的財産制に関する記述の分析、を順序立てて行う。こ
れらの結果を踏まえ、③ヨーロッパでの海外調査による情報収集と意見交換（学会への出席、「欧
州家族法原則」編集責任者及び各国報告書作成者へのインタビュー）を行うこととしていた。 
 
４．研究成果 
 (1)平成 28年度の研究成果について 
 平成 28年度の研究においては、上記３・①を中心に研究に取り組んだ。CEFL の夫婦の財産関



係に関する「欧州家族法原則」は、①基礎的財産制、②法定夫婦財産制、③約定夫婦財産制、の
３つの部分に分かれて構成されている。ヨーロッパの多くの国々で採用されている夫婦財産制
の構成であるが、夫婦財産制の条文構造を検討する場合に、多くの国が採用しているからという
理由だけでは不十分である。法がどのような制度設計を行い、また法的効果をもたらすことを予
定して、このような構造を採用しているのかを検討することが不可欠である。このような問題意
識から、CEFL の審議資料を基に、「基礎的財産制」の理論的基礎に関する総論的考察と「基礎的
財産制」の具体的な制度内容に関する各論的考察とを行った。具体的には、①居住用不動産の保
護、②婚姻解消時における夫婦の財産状況についての情報提供義務、③日常家事債務の連帯責任
について、CEFL 及びヨーロッパ各国の具体的な法制度の分析を行った。この作業を通じて、CEFL
の議論や提案内容をヨーロッパ各国がどのように評価しているか、各国国内法の法改正の必要
性や議論の方向性にどのような影響を与えるのか、ヨーロッパでの議論展開を考察する足掛か
りを得ることができた。この成果は、後述５における〔雑誌論文〕の「ヨーロッパにおける夫婦
財産制の新展開」、「ヨーロッパにおける日常家事債務の連帯責任」、「夫婦財産制と夫婦間の公平」
〔学会発表〕の「ヨーロッパにおける夫婦財産制の新展開」が該当する。 
 
(2)平成 29年度の研究成果について 
 平成 28年度の研究を基に、とりわけ「基礎的財産制」に関する議論を検討した。特に、「基礎
的財産制」のうち、婚姻解消時における夫婦の財産状況についての情報提供義務について、ヨー
ロッパ各国の具体的な法制度の分析を行った。離婚及び当事者の一方の死亡による婚姻解消に
際して、ヨーロッパ各国では、他の一方の財産状況に関する情報提供を求めることができるとす
る国が多いが、実際にどのような法制度をなっており、どのような点が問題となり議論されてい
るのかを把握する作業を行った。その結果、婚姻解消時だけでなく、婚姻中においても、当事者
の一方が行う法律行為が他の一方に重大な影響を及ぼすおそれがあるときには、他の一方への
情報提供を義務付けるなど、各国がどのような観点から法制度を設け、また運用しているのかを
確認することができた。また、各国において問題意識が共通している点があることやそのような
制度を導入した理由などについても分析することができた。 
 また、居住用不動産の保護についての検討の成果から得た問題意識を基に、日本での配偶者居
住権の問題点について成果をまとめることができた。その成果は、後述５における〔雑誌論文〕
の「配偶者居住権（新 1028 条〜1036 条）」に該当する。 
  
(3)平成 30年度の研究成果について 
 平成 30年度も、前々年度、前年度に引き続いて、上記③・１の考察を行ったが、特に上記③・
３の配偶者相続権に関する考察を行った。とりわけ、婚姻の死亡解消時における夫婦財産の清算
と配偶者相続権の捉え方について、ヨーロッパ各国の具体的な法制度の分析を行った。日本では、
夫婦財産の清算と生存配偶者の相続の問題を一元化し、相続の問題として処理している。ヨーロ
ッパ各国の具体的な法制度の分析を行い、どのような制度になっているのか、どのような点が議
論されているのかを把握する作業を行った。日本同様に一元的に処理する国でも、両者を区別す
べきではないかとの議論があることや、両者を区別する国においても、手続き等に工夫が見られ、
各国がそれぞれ採用する法制度をどのような理由で採用しているか、実務上の問題点などにつ
いて整理することができた。 
 
(4)令和元年度の研究成果について 
令和元年度は、従前より検討を行ってきた、ヨーロッパにおける夫婦財産制（財産の帰属、清算
に関する部分）の議論動向のまとめ、今後の検討課題の整理を行った。この成果は、後述５にお
ける〔雑誌論文〕の「夫婦財産制と夫婦間の公平」が該当する。 
昨年度前倒しで検討を開始した配偶者相続権の議論に加え、再婚家庭やステップファミリー

における問題についても文献の分析、検討を試み、検討すべき課題、視点等を概ね明らかにする
ことができた。配偶者相続権の議論については、昨年度に引き続き、ヨーロッパ各国の具体的な
法制度の分析を行った。どのような点が議論されているのかを把握する作業を引き続き行った。
手続法上の工夫や法改正の状況などをみることで、ヨーロッパ各国がどのような問題に直面し、
どのような観点から改正を行い、改正にいたるまでの議論状況を明らかにすることで、日本の法
制度を考える上での課題を整理することができた。 
また、再婚家庭やステップファミリーの問題については、子どもの法的地位や養育費の取扱い

について、ヨーロッパ各国の対応を把握すべく、先ずドイツ・オーストリアの文献を収集し、分
析を行った。まだまだ不十分な点が多いものの、夫婦財産制の枠内で解決するものと枠外で解決
しているものがあり、実務上の工夫を明らかにすることができた。  
 
(5)今後の展望 
 夫婦財産制に関する論説は、日本では少なく、ヨーロッパの動向を検討するものも近年みられ
ないので、本研究は意義にあるものといえる。 
他方で、当初計画していた、上記３・②については、資料は集めたものの、十分に活かすことが
できなかった。ドイツでの夫婦財産制の改正議論等新たな展開が見られている。また、本研究で
は、「基礎的財産制」という制度が夫婦財産制においてどのように位置づけられ、またどのよう



な考え方からそれが裏付けられてきたのか、そして、それがどのように評価されているのか、今
日の EU諸国における「基礎的財産制」が形成されてきた背景を探っていくことができなかった。
上記３・②だけでなく、今後も、ドイツ及びヨーロッパの議論状況に着目しつつ、夫婦財産制の
検討をしたいと思う。 
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